
令和６年度第１回 京田辺市空家等対策協議会 次第 

 

 

令和６年５月１６日（木） 

午後１時３０分から 

市役所４階 ４０３会議室 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 会長及び副会長選出 

 

５ 議題（詳細は別紙資料） 

 

６ 閉会 



令和６年度第１回 京田辺市空家等対策協議会 

議 題 

 

１．空家等対策に関する経過について 

   平成２７年５月 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行 

   令和元年１２月 「京田辺市空家等対策計画」策定 

   令和３年４月  「京田辺市空家等対策協議会設置条例」施行 

   令和４年７月  「京田辺市空家等対策の推進に関する条例」施行 

   令和５年１２月 「空家等対策の推進に関する特別措置法」改正、施行 

 

２．空家等対策に関する会議体について 資料１ 

 

３．「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正」等の概要について 

 資料２ 

（１）所有者責務の強化 

（２）改正の３本柱 

 ①活用拡大 

 ②管理の確保 

   ③特定空家等の除却等 

 

４．「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正」等に伴う本市の対応

方針及び「京田辺市空家等対策の推進に関する条例」の改正等について 

 ●目的 

本市においては、空家法で対象外としている「長屋」（一部に居住その他

の使用実態のある長屋や共同住宅）に対して、空家等対策が可能となるよう、

条例で規定している。 

今回の「空家法」改正部分（項目）について、本市の方針を協議し、その

方針に基づき、必要な条例改正を行うもの 

（１）対応方針検討 資料３ 

（２）管理不全空家等について、規則において様式を追加 

 

５．スケジュール（案）について 

   令和６年９月議会に市条例改正案を上程予定 

   令和７年１月１日施行予定（周知期間３か月） 

 

６．その他 

 

以上 

資料２について、 

国土交通省のホームページ、「空家等対策の推進に関する特

別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第５０号）

について」より引用。 



資料１ 

空家等対策に関する会議体について 

 

 

Ａ．「空家等対策に関する庁内検討会議」について 

・空家等がもたらす問題を解消するためには、防災、衛生、景観等多岐に

わたる政策課題に横断的に（全庁的に）応える必要があることから、平成

２８年度に副部長級の職員をメンバーとする庁内検討会議を設置 

・平成２９年３月２３日の開催以後、計１９回開催 

空家等対策計画の策定や空家等対策の協議 

 

 

Ｂ．「京田辺市空家等対策協議会」について 別紙①、別紙② 

・令和３年４月に設置条例施行 

・令和３年５月１８日の開催以後、計４回開催。 

 「京田辺市空家等対策の推進に関する条例（案）」等や、特定空家空住戸

等の認定について協議 



京田辺市空家等対策協議会の役割について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※議決権は委員のみ 

           任期は２年 

            

 

 

空家等対策計画の作成及び変更に関

すること 

 

空家等対策計画の実施に関すること 

 

特定空家等の認定並びに行政指導及

び不利益処分に関すること 

 

その他市長が空家等対策の推進に必

要と認めること 

（重要な、市施策の方針決定や条例

改正等） 

京田辺市（市長） 
 

市長（構成員） 

 

 

大学 

司法書士会 

宅建協会 

建築士会 

区・自治会長連絡協議会 

民生児童委員協議会 

土木事務所 

協議会(附属機関) 

委員 

別
紙
①
 

 諮問 

答申 

協議 



京田辺市空家等対策協議会委員等名簿 

         R6.5.1 

＜協議会＞ 

 氏名 ふりがな 役職等 

委
員 

谷 直之 たに なおゆき 同志社女子大学教授 

八木 昭治 やぎ しょうじ 
公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

第六支部副支部長 

山口 基樹 やまぐち もとき 
京都司法書士会会員 

（前京都司法書士会会長） 

橋本 光生 はしもと みつお 一般社団法人京都府建築士会常任理事 

前川 清和 まえがわ きよかず 京田辺市区・自治会長連絡協議会役員 

青木 二三代 あおき ふみよ 京田辺市民生児童委員協議会会長 

三原 靖之 みはら やすゆき 
京都府山城北土木事務所参事兼建築住宅

課長 

市
長 

上村 崇 かみむら たかし 京田辺市長 

 

＜事務局＞ 

 氏 名 ふりがな 役職等 

職
員 

小野 貴章 おの たかあき 京田辺市建設部長 

岡本 晃治 おかもと こうじ 京田辺市建設部副部長 

宮地 昭友 みやじ あきとも 京田辺市建設部開発指導課長 

北原 栄二 きたはら えいじ 京田辺市建設部開発指導課建築住宅係長 

浅田 光教 あさだ みつのり 京田辺市建設部開発指導課主査 

 

別紙② 



資
料
２

国土交通省のホームページ、「空家等対策の推

進に関する特別措置法の一部を改正する法律

（令和５年法律第５０号）について」より引用。













1／2改正空家法の内容と本市の方針（案） 資料３
＜凡例＞ハッチング項目：法改正項目、赤字：主要改正項目、◯：規定する、×：規定しない R6.5.16

方針 理由 方針 理由
1条 目的 ○ ○

改正（一部） 2条 定義 ○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

○ （同左）

改正（追加） 3条 国の責務 × 国についての規定のため。 × （同左）

改正（追加） 4条 地方公共団体の責務 ○ 地方公共団体の責務のため。 ○ （同左）

改正（一部） 5条 空家等の所有者等の責務 ○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

○ （同左）

改正（一部） 6条 基本指針 × 国についての規定のため。 × （同左）

改正（一部） 7条 空家等対策計画

空家等活用促進区域及び空家
等活用指針を定めることで、
同区域内の建築基準法の接道
規制や用途規制の合理化（緩
和）を行うことができる。

活用 ×
本市の空家の状況等から、規制を緩和
する段階までは至っていないため。

× （同左）

8条 協議会 × ×

改正（一部） 9条 立入調査等 立入調査、報告徴収 ○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

○ （同左）

改正（一部） 10条
空家等の所有者等に関する情
報の利用等

電力会社、ガス会社等への照
会

○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

○
法制度上、条例に規定することが可能
であるため。

改正（一部） 11条
空家等に関するデータベース
の整備等

○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

○ （同左）

12条
所有者等による空家等の適切
な管理の促進

○ ○

改正（追加） 13条
適切な管理が行われていない
空家等の所有者等に対する措
置

管理不全空家等
（放置すれば特定空家等にな
るおそれのある空家）に対す
る指導・勧告

管理 ○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

○
法制度上、条例に規定することが可能
であるため。

改正（追加） 14条
空家等の管理に関する民法の
特例

市長により、次の申立てがで
きる。
・相続財産清算人
・所有者不明建物管理命令
・管理不全土地管理命令
・管理不全建物管理命令

管理 ○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

×
法制度上、条例だけでは効力が生じな
いため。

15条
空家等及び空家等の跡地の活
用等

× ×

改正（追加） 16条
空家等の活用に関する計画作
成市町村の要請等 活用 × ×

改正（追加） 17条 建築基準法の特例 活用 × ×

改正（追加） 18条
空家等の活用の促進について
の配慮 活用 × ×

改正（追加） 19条
地方住宅供給公社の業務の特
例 活用 × ×

改正（追加） 20条
独立行政法人都市再生機構の
行う調査等業務 活用 × ×

改正（追加） 21条
独立行政法人住宅金融支援機
構の行う援助 活用 × ×

22条1項 特定空家等に対する措置
特定空家等に対する
助言・指導

○ ○

22条2項 特定空家等に対する措置
特定空家等に対する
勧告

○ ○

22条3項 特定空家等に対する措置
特定空家等に対する
命令

○ ○

22条4項 特定空家等に対する措置
特定空家等に対する
命令の通知書の交付

○ ○

本市条例への規定（戸建） 本市条例への規定（長屋）

本市の空家の状況等から、規制を緩和
する段階までには至っていないため

（同左）

法改正の有無
（条ズレ除く）

法
条文見出し等 概要

改正の三
本柱等



2／2改正空家法の内容と本市の方針（案） 資料３
＜凡例＞ハッチング項目：法改正項目、赤字：主要改正項目、◯：規定する、×：規定しない R6.5.16

方針 理由 方針 理由

本市条例への規定（戸建） 本市条例への規定（長屋）法改正の有無
（条ズレ除く）

法
条文見出し等 概要

改正の三
本柱等

22条5項 特定空家等に対する措置

特定空家等に対する
命令の通知書の交付を受けた
者から、市長村長への意見聴
取の請求

○ ○

22条6項 特定空家等に対する措置

特定空家等に対する
命令の通知書の交付を受けた
者から、市長村長への意見聴
取の請求への対応

○ ○

22条7項 特定空家等に対する措置

特定空家等に対する
命令の通知書の交付を受け、
市長村長に意見聴取の請求を
した者への対応
（通知・公告）

○ ○

22条8項 特定空家等に対する措置

特定空家等に対する
命令の通知書の交付を受け、
市長村長に意見聴取の請求を
した者の権利
（証人の出席、自己に有利な
証拠の提出）

○ ○

22条9項 特定空家等に対する措置
特定空家等に対する
行政代執行

○ ○

改正（一部） 22条10項 特定空家等に対する措置
特定空家等に対する
略式代執行 除却 ○

法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

×
法制度上、条例だけでは効力が生じな
いため。

改正（追加） 22条11項 特定空家等に対する措置

特定空家等に対する
緊急代執行
（行政代執行上の「命令」を
とばす）

除却 ○
法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

×
法制度上、条例だけでは効力が生じな
いため。

改正（追加） 22条12項 特定空家等に対する措置
略式代執行、緊急代執行の費
用の徴収について 除却 ○

法改正に合わせて条例改正すべきであ
るため。

×
法制度上、条例だけでは効力が生じな
いため。

22条13項 特定空家等に対する措置 命令の標識の公示について ○ ○

22条14項 特定空家等に対する措置 命令の標識の設置について ○ ○

22条15項 特定空家等に対する措置

命令に対する、行政手続法第
三章の不適用
（処分基準の策定と理由の提
示を除く、不利益処分の手続
等の不適用）

○ ○

22条16項 特定空家等に対する措置
国が、特定空家に関する指針
を定めることができる

× ×

22条17項 特定空家等に対する措置
国が、その他必要事項を定め
ること

× ×

改正（追加）
23条
～
28条

空家等管理活用支援法人 活用 ×
本市空家の状況等から、当面の間は、
「空家等管理活用支援法人」の指定を
行う必要ないため。

× （同左）

29条 雑則
国及び都道府県による、市町
村への財政上の措置等

× ×

改正（一部） 30条 罰則 × 空家法により行う（条例改正なし）。 ×
「長屋」は空家法の対象外であり、罰
則については慎重を期すため。

条例のみに規定 ― 緊急安全措置 ○ 本市独自施策 ○ （同左）



特定空家空住戸等の認定・措置（案）

改
善
・
経
過
観
察

所有者に通知、必要に応じ立入調査

（法9条） （5日前までに通知）

特定空家空住戸等の認定

現地確認・所有者調査（法10条）

緊
急
安
全
措
置
（随
時
）

略式代執行

（法22条10項）
※法第２条２の

特定空家等に限る

（長屋等を除く）

費用徴収

（法22条12項）

助言・指導

（法22条1項）

勧告

（法22条2項）

命令

（法22条3項）

行政代執行

（法22条9項）

費用徴収

（行政代執行法5~6条）

事前通知（法22条4項）
意見書提出・聴取（法22条5~8項）

公告

（法22条10項）
※法第２条２の

特定空家等に限る

（長屋等を除く）

所有者等確知所有者等不明

所有者等への情報提供・助言等の援助

（法12条） （適切管理依頼等）

庁

内

検

討

会

議

・
空

家

等

対

策

協

議

会

緊急代執行

（法22条11項）
※法第２条２の

特定空家等に限る

（長屋等を除く）

協議

諮問

答申

空家等情報受信

指導

（法13条1項）

勧告

（法13条2項）

市が管理不全空家等の認定

住

宅

用

地

特

例

適

用

廃

止

参考資料

所有者等判明時

著
し
く
保
安
上
危
険
で

周
辺
の
生
活
環
境
等
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
空
家

特定空家空住戸等に認定するべきか判断

立入調査

（法9条）


